美容室 業務委託契約書

株式会社●●（以下「甲」という。）と、美容師●●（以下「乙」という。）は、甲が運営する美容室における業務委託について、以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。
　
第1条（目的）
甲は美容室の運営を行い、乙は美容業務の専門的知識および技術をもって顧客に施術サービスを提供することを目的とし、独立した事業者として本契約を締結する。
　
第2条（業務内容）
乙は、甲が運営する美容室内において、顧客に対するカット、カラー、パーマ、トリートメント、その他付随する美容サービス（以下「本業務」という。）を行う。
乙は、甲の店舗運営方針を尊重しつつ、自らの裁量と責任において本業務を遂行する。
　
第3条（業務委託の性質）
本契約は、甲が乙に対し業務を委託し、乙が独立した事業者としてこれを受託するものであり、雇用契約関係は一切存在しない。
乙は、労働基準法その他の労働関係法令の適用を受けないことを確認する。
　
第4条（報酬）
1. 乙の報酬は、施術売上の○％を基本とし、甲が定める月次締めに基づき翌月末日までに支払う。
2. 乙は、当該報酬に関する源泉徴収、社会保険料、消費税その他の税金について、自己の責任と負担で処理する。
3. 甲は、顧客からの代金を代理受領し、乙への報酬支払い時に必要な精算を行うことができる。
　
第5条（勤務日・時間）
1. 乙は、甲との協議により定めた営業時間内で、自らの判断により出勤日・勤務時間を設定する。
2. ただし、予約管理や店舗運営上支障が生じない範囲で、甲は乙に対し調整を求めることができる。
　
第6条（施設・設備の使用）
乙は、甲が提供する店舗設備・機材・消耗品等を善良な管理者の注意をもって使用し、使用後は速やかに原状回復するものとする。
故意または重大な過失により破損・紛失等が生じた場合、乙はその損害を賠償する責任を負う。
　
第7条（顧客管理）
1. 顧客情報は、甲の管理のもとに蓄積・運用される。乙は、顧客情報を自己の業務以外の目的で使用してはならない。
2. 乙が独自に獲得した顧客であることを甲が確認した場合は、当該顧客情報を乙の責任で管理できるものとする。
3. 契約終了後、乙は甲の顧客情報を使用、持ち出し、または第三者に提供してはならない。
　
第8条（衛生・安全管理）
乙は、美容師法その他関係法令を遵守し、衛生管理および感染症予防措置を徹底する。
店舗内における事故・火災・感染等については、乙の故意または過失がある場合、乙の責任において対応するものとする。
　
第9条（秘密保持）
乙は、業務上知り得た甲または顧客の営業上・技術上・個人情報等の秘密を、第三者に漏えいしてはならない。
本契約終了後も同義務は継続する。
　
第10条（損害賠償）
乙が本契約に違反し、甲または第三者に損害を与えた場合、乙はこれを賠償する責任を負う。
また、乙の故意・重過失による顧客クレームについては、乙が主たる責任を負う。
　
第11条（再委託の禁止）
乙は、甲の事前承諾なく、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
　
第12条（契約期間）
1. 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とし、期間満了の1か月前までに甲乙いずれかが書面による解約通知を行わない限り、自動的に1年間更新される。
2. 契約期間中であっても、甲乙双方の合意によりいつでも解除できる。
　
第13条（契約の解除）
甲は、乙が以下のいずれかに該当した場合、催告なしに本契約を解除できる。
(1) 本契約の条項に違反したとき
(2) 店舗内外での不正行為・顧客トラブルを起こしたとき
(3) 反社会的勢力との関係が判明したとき
(4) 破産・民事再生の申立てを受けたとき
　
第14条（契約終了後の措置）
1. 契約終了時、乙は店舗の鍵・備品・資料・顧客情報等を速やかに返還する。
2. 乙は、甲または顧客の信用を害する言動を行ってはならない。
3. 契約終了後も、第9条（秘密保持）および本条の義務は存続する。
　
第15条（独立性の確認）
乙は、自らの責任と危険負担において本業務を行い、社会保険・労働保険・税務申告その他必要な届出を自己の責任で行うものとする。
甲は、乙に対して勤務指揮・勤怠管理・労務管理を行わない。
　
第16条（知的財産権）
乙が施術デザインやヘアスタイル提案などを行う際に創作した写真・映像・資料等の著作権は、別途合意がない限り乙に帰属する。ただし、甲が店舗宣伝・SNS投稿・広告用途で利用することを乙はあらかじめ承諾する。
　
第17条（反社会的勢力の排除）
甲および乙は、暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、また将来にわたっても関係を持たないことを保証する。違反が認められた場合、相手方は催告なしで契約を解除できる。
　
第18条（不可抗力）
地震・火災・感染症拡大・行政指導その他不可抗力により業務遂行が困難となった場合、甲乙いずれもその責を負わない。
　
第19条（協議・管轄）
本契約に定めのない事項、または疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議し解決する。
本契約に関する紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
　
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各自1通を保有する。
　
契約締結日：令和●年●月●日
　
甲：株式会社●●
住所：〒●●●-●●●● 東京都●●区●●
代表者名：代表取締役 ●● ●●　印
　
乙：美容師 ●● ●●
住所：〒●●●-●●●● 東京都●●区●●
印

